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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体装置であって、
　第１面と、前記第１面とは反対の第２面と、前記第１面に設けられた電極パッドとを備
えた半導体基板と、
　前記第２面から前記第１面に向けて前記半導体基板を貫通し、前記電極パッドを露呈す
る貫通孔と、
　前記電極パッドが露呈されている露呈部及び前記貫通孔の側面を被覆し、底面と側面と
を有し、前記電極パッドと電気的に接続された貫通電極と、
　前記貫通孔内に充填され、前記貫通電極を被覆し、複数層で形成された保護層と、
　を備え、
　前記保護層の前記複数層のうち最も前記第１面に近い層は、少なくとも前記貫通電極の
前記底面と前記側面との間に位置する交差部を被覆し、ポジ型感光性樹脂からなり、
　二番目に前記第１面に近い層は、ネガ型感光性樹脂からなる
　ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　最も前記第１面に近い層は、前記交差部のみを被覆していることを特徴とする請求項１
に記載の半導体装置。
【請求項３】
　半導体装置の製造方法であって、
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（Ａ）第１面と、前記第１面とは反対の第２面とを有する半導体基板を準備し、前記第１
面に電極パッドを形成し、
（Ｂ）前記第２面から前記第１面に向けて前記半導体基板を貫通する貫通孔を形成し、前
記電極パッドを露呈し、
（Ｃ）前記電極パッドが露呈されている露呈部及び前記貫通孔の側面を被覆し、底面と側
面とを有する貫通電極を形成し、
（Ｄ）ポジ型感光性樹脂を用いて前記貫通電極を被覆し、
（Ｅ）前記半導体基板の前記第２面に光を照射し、
（Ｆ）少なくとも前記貫通電極の前記底面と前記側面との間に位置する交差部に前記ポジ
型感光性樹脂が残存するように、前記ポジ型感光性樹脂を除去し、
（Ｇ）次いで、前記貫通孔内に樹脂を充填する
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の半導体装置の製造方法であって、
　前記工程Ｄ，前記工程Ｅ，及び前記工程Ｆを複数回繰り返すことを特徴とする請求項３
に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、貫通電極を備える半導体装置に係り、特に、貫通電極が形成される貫通孔の
内部を充填する保護層にクラック等が発生する不具合を防止し、保護層の耐久性を向上さ
せる半導体装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　これまで受光素子やイメージセンサ素子等の回路素子を備える半導体装置においては、
回路素子と配線層との接続にワイヤーボンディングが使用されていた。これに対し、最近
、ワイヤーボンディングに代わり、貫通電極（Through-Silicon Via、ＴＳＶ）を用いた
半導体装置、特に、貫通電極を用いたウエハレベルパッケージが提案されてきている。
【０００３】
　貫通電極は、半導体基板に垂直に形成した貫通孔を、導電性を有する金属で被覆するこ
とによって電極として利用するものである。貫通電極の技術は、ワイヤーボンディングに
よって接続する従来の手法と比較して、配線距離を大幅に短縮できるため、半導体装置の
高速化、省電力化、小型化に寄与する。
　これら優れた特徴は、現在急速に進んでいる実装の高密度化や、情報処理速度の高速化
が実現できるという点において非常に優位である。
【０００４】
　従来の貫通電極を用いた半導体装置としては、例えば特許文献１に記載されたものがあ
る。図８に従来の貫通電極を備えた半導体装置の一例を示す。この半導体装置１０１は、
一面１０２ａが絶縁部１０３をなす半導体基板１０２と、該半導体基板１０２の一面１０
２ａ上に形成された回路素子１０４を主な構成要素としている。
【０００５】
　半導体基板１０２には、電極パッド１０５が半導体基板の他面１０２ｂ側から露呈する
ように、貫通孔１０６が形成されている。半導体基板１０２の両面及び該貫通孔１０６の
内部には絶縁層１０７が形成されており、該絶縁層上であって貫通孔の側面及び半導体基
板の他面１０２ｂ側には再配線層１０８及び貫通電極１０９が形成されている。該貫通電
極１０９は、電極パッド１０５と電気的に接続されている。
【０００６】
　回路素子１０４は、配線部１１９によって電極パッド１０５と電気的に接続されている
。さらに、電極パッド１０５は貫通電極１０９を介して再配線層１０８と電気的に接続さ
れており、これにより、回路素子１０４は、半導体基板１０２の他面１０２ｂ側との電気
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的接続が可能となっている。
【０００７】
　再配線層１０８及び貫通電極１０９は、主にＣｕから構成されている。また、再配線層
１０８及び貫通電極１０９は、保護層１１０（オーバーコート層）で被覆されることによ
って、保護されている。
　この保護層１１０を形成する際には、安価なネガ型感光性樹脂が多用される。このネガ
型感光性樹脂は、貫通孔１０６の内部に埋め込まれると同時に、再配線層１０８を含む半
導体基板１０２の他面１０２ｂ側を被覆する。ここで使用されるネガ型感光性樹脂はドラ
イフィルム状、またはワニス状の樹脂である。フィルムラミネートやスピンコートなどの
手法によって、ネガ型感光性樹脂が貫通孔１０６の内部へと充填される。
【０００８】
　保護層１１０の形成後は、フォトリソグラフィによってはんだバンプ１５を載せるＣｕ
パッドの開口部や、チップサイズにダイシングするためのスクライブラインを形成して、
完成となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平５－１５２４３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、近年の配線パターン等の微細化に伴い、貫通孔１０６のアスペクト比が
大きくなるのに従って、従来の構造では、感光性樹脂の塗膜の際にボイド１５１ができて
しまうという不具合があった。原因としては、アスペクト比が大きい貫通孔には感光性樹
脂が入りにくく、貫通孔の内部を完全に樹脂で充填し難いことが考えられる。特に、貫通
孔の内部を被覆する貫通電極１０９の底面１０９ａと側面１０９ｂの交差部近傍において
、ボイド１５１が発生し易い。
【００１１】
　また、感光性樹脂の露光に際に、露光光は貫通孔１０６の内部に到達しにくい。そのた
め、貫通孔の内部において、感光性樹脂の光化学反応が十分に進まず、未反応な感光成分
が残留することにより、機械的強度の劣る保護層となり、クラック状の空隙１５２が発生
してしまうという問題があった。
　これら、ボイド１５１やクラック状の空隙１５２が保護層１１０に存在することによっ
て、これらのボイドや空隙を起点にクラックが拡大しやすくなり、ひいては貫通電極１０
９の断線が生じやすくなり、結果的に半導体装置１０１の信頼性が低下することとなる。
【００１２】
　この発明は、このような事情を考慮してなされたもので、その目的は、貫通電極を構成
する貫通孔の内部を充填する保護層にクラック等が発生する不具合を防止する半導体装置
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の第１態様の半導体装置は、第１面と、前記第１面とは反対の第２面と、前記第
１面に設けられた電極パッドとを備えた半導体基板と、前記第２面から前記第１面に向け
て前記半導体基板を貫通し、前記電極パッドを露呈する貫通孔と、前記電極パッドが露呈
されている露呈部及び前記貫通孔の側面を被覆し、底面と側面とを有し、前記電極パッド
と電気的に接続された貫通電極と、前記貫通孔内に充填され、前記貫通電極を被覆し、複
数層で形成された保護層とを備える。この半導体装置において、前記保護層の前記複数層
のうち最も前記第１面に近い層は、少なくとも前記貫通電極の前記底面と前記側面との間
に位置する交差部を被覆し、ポジ型感光性樹脂からなり、二番目に前記第１面に近い層は
、ネガ型感光性樹脂からなる。即ち、最も前記第１面に近い前記層は、ポジ型感光性樹脂
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を用いて形成されている。
　本発明の第１態様の半導体装置においては、最も前記第１面に近い層は、前記交差部の
みを被覆していてもよい。
【００１４】
　また、本発明の半導体装置の製造方法は、半導体基板の一面に電極パッドを形成する工
程Ａと、前記半導体基板の他面から一面にかけて貫通する貫通孔を形成し、前記電極パッ
ドを露呈する工程Ｂと、前記電極パッドの露呈部及び前記貫通孔の側面を被覆する貫通電
極を形成する工程Ｃと、ポジ型感光性樹脂を用いて前記貫通電極を被覆する工程Ｄと、
　前記半導体基板の他面に光照射する工程Ｅと、少なくとも前記貫通電極の底面と前記貫
通電極の側面との交差部に前記ポジ型感光性樹脂が残存するように、該ポジ型感光性樹脂
を除去する工程Ｆと、次いで、前記貫通孔内に樹脂を充填する工程Ｇと、を備えることを
特徴とする。
　さらに、本発明の半導体装置の製造方法は、前記工程Ｄ～工程Ｆを複数回繰り返しても
よい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の請求項１に係る半導体装置によれば、貫通電極を被覆するとともに、貫通孔内
を充填する保護層を複数層からなる保護層とし、これら複数層からなる保護層
は、少なくとも前記貫通電極の底面と側面との交差部を被覆し、かつ、ポジ型感光性樹脂
を用いて形成されるという構成とした。これにより、貫通孔の内部に保護層が確実に充填
された半導体装置を提供することができる。また、露光光が届きにくい貫通孔の底面の隅
部にポジ型感光性樹脂を充填することになるので、貫通孔の内部の感光性樹脂が露光され
ないことによる問題を排除できる。ゆえに、成型後において樹脂クラック等の不具合の発
生を抑制することができる半導体装置を提供することができる。
【００１６】
　また、本発明の請求項２に係る半導体装置の製造方法は、まず、光が届きにくい貫通電
極の底部をポジ型感光性樹脂で被覆し、該ポジ型感光性樹脂を被覆した面に対して、光照
射し、貫通電極の底面にポジ型感光性樹脂が残存するように樹脂を除去する構成とした。
これにより、貫通孔の内部に保護層を確実に充填することができるとともに、露光光が届
きにくい貫通電極の底面の隅部にポジ型感光性樹脂を充填することになるので、貫通孔の
内部の感光性樹脂が露光されないことによる問題を排除できる。ゆえに、成型後において
樹脂クラック等の不具合の発生を抑制することができる半導体装置の製造方法を提供する
ことができる。
　さらに、本発明の請求項３に係る半導体装置の製造方法によれば、上記ポジ型感光性樹
脂の充填、光照射、樹脂除去の工程を複数回繰り返す構成とした。これにより、少しずつ
貫通孔の内部に樹脂が充填されるため、より確実に貫通孔の内部に樹脂が充填され、充填
不良が発生しにくくなる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施形態に係る半導体装置の断面図である。
【図２】本発明の半導体装置の製造方法の工程を順に説明する図である。
【図３】本発明の他の実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【図４】本発明の他の実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【図５】本発明の他の実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【図６】本発明の他の実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【図７】本発明の他の実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【図８】従来の半導体装置の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態に係る半導体装置を、図面を参照して詳細に説明する。図１は



(5) JP 5568357 B2 2014.8.6

10

20

30

40

50

、本発明の実施形態を示す断面図である。
　図１において、符号１は半導体装置、２は半導体基板、３は絶縁部、４は回路素子、５
は電極パッド、６は貫通孔、７は絶縁層、８は再配線層、９は貫通電極、２０は支持基板
、２１は接合樹脂を示している。
【００１９】
　図１に示されているように、本発明の半導体装置１は、再配線層８及び貫通電極９、回
路素子４等が設けられてなる半導体基板２が、接合樹脂２１を介して支持基板２０によっ
て支持されている構造である。
　半導体基板２は、例えば、シリコンやＧａＡｓ等の半導体基板である。半導体基板２の
厚さは、例えば数百μｍ程度である。半導体基板２の一面２ａは絶縁部３をなしている。
【００２０】
　半導体基板２は、シリコンウエハ等の半導体ウエハでもよく、半導体ウエハをチップ寸
法に切断（ダイシング）した半導体チップであってもよい。半導体基板２が半導体チップ
である場合には、まず、半導体ウエハの上に各種回路素子等を形成した後、チップ寸法に
切断することで複数の半導体チップを得ることができる。
　回路素子４は、例えばメモリ、ＩＣ、撮像素子、ＭＥＭＳ素子などの半導体機能素子な
どである。
【００２１】
　支持基板２０としては、半導体基板２との接合時温度における熱膨張率が半導体基板２
に近い部材を選択することが望ましい。具体的には、ガラス基板が好適であるが、回路素
子２に光学特性が要求されない場合には透明である必要はない。また、支持基板２０は必
ずしも必要なものではなく、半導体基板２に要求される強度的に問題がなければ省略して
もよい。
　接合樹脂２１としては、接着性及び電気絶縁性を有する材料からなるものが用いられる
。例えば、ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂、ベンゾシクロブタン（ＢＣＢ）樹脂などが望
ましい。
【００２２】
　半導体基板２の一面２ａ側には電極パッド５が設けられている。電極パッド５の材質と
しては、ＡｌやＣｕ、アルミニウム－シリコン（Ａｌ－Ｓｉ）合金、アルミニウム－シリ
コン－銅（Ａｌ－Ｓｉ－Ｃｕ）合金等の導電性に優れる材料が好適に用いられる。
　電極パッド５は、配線部１９を介して、半導体基板２の一面２ａ側にある回路素子４と
電気的に接続されている。配線部１９は、半導体基板２の一面２ａ上に配され、電極パッ
ド５や回路素子４等を電気的に接続して回路をなす。配線部１９の材質としては、電極パ
ッド５と同様の材質を用いればよく、ＡｌやＣｕ、アルミニウム－シリコン（Ａｌ－Ｓｉ
）合金、アルミニウム－シリコン－銅（Ａｌ－Ｓｉ－Ｃｕ）合金等の導電性に優れる材料
が好適である。
【００２３】
　半導体基板２には、電極パッド５が設けられた部分に、他面２ｂから一面２ａにわたっ
て貫通孔６が形成されている。よって、他面２ｂ側から見ると、貫通孔６を通して電極パ
ッド５の一部が露呈される。貫通孔６の口径は、例えば数十μｍ程度である。また、半導
体基板２上に設けられる貫通孔６の数は、特に限定されない。
【００２４】
　また、半導体基板２の他面２ｂ及び貫通孔５の側面には絶縁層７が設けられている。絶
縁層７によって、半導体基板２は、基板の他面２ｂ、及び貫通孔６の側面が絶縁性を有す
る。絶縁層７は、例えばＳｉＯ２、ＳｉＮ、又は樹脂膜から成る。
【００２５】
　さらに、貫通孔６の内部には、貫通孔６の側面および電極パッド５の露呈部を覆う貫通
電極９が形成されている。半導体基板２の他面２ｂ側には、再配線層８が形成されている
。再配線層８の一端は貫通電極９と電気的に接続されている。貫通電極９は、電極パッド
５と電気的に接続されている。貫通電極９および再配線層８は、導電性に優れた材料から
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形成することが好ましい。また貫通電極９は、電極パッド５との密着性に優れるとともに
、電極パッド５の内部に拡散しにくい材料を用いれば、さらに好ましい。例えば、再配線
層８及び貫通電極９としては、Ｃｕ、Ａｌ、Ｎｉ、Ａｇ、Ｐｂ、Ｓｎ、Ａｕ、Ｃｏ、Ｃｒ
、Ｔｉ、ＴｉＷ等の導体（各種の金属や合金等）、あるいはそれらの組み合わせが好適で
ある。
【００２６】
　また、貫通電極９は、貫通孔６の側面の全体を被覆する必要はなく、例えば、貫通電極
９が貫通孔６の一部に、半導体基板２の一面２ａと他面２ｂとの間に亘って配された構成
としてもよい。
【００２７】
　そして、半導体基板２の他面２ｂ側及び貫通孔６の内部は、保護層１０で被覆されてい
る。前述したように、半導体基板２及び貫通孔６は、絶縁層７、及び再配線層８及び貫通
電極９によって被覆されているため、保護層１０は、これら絶縁層７、再配線層８及び貫
通電極９を被覆するように形成されている。
　本実施形態に係る半導体装置１は、この保護層１０が、少なくとも貫通孔６の内部に配
され、ポジ型感光性樹脂からなる第一の層１１、つまり保護層１０のうち最も半導体基板
２の一面２ａに近い層と、ネガ型感光性樹脂からなる第二の層１２とから構成されている
ことを特徴としている。ポジ型感光性樹脂とは、露光部が薬液により除去されるような感
光性樹脂であり、ネガ型感光性樹脂とは、露光部以外が薬液により除去されるような感光
性樹脂である。
【００２８】
　図１に示すように、第一の層１１は、貫通孔６の内部うち、半導体基板２の一面２ａ側
、つまり、貫通孔６の底部側に配されており、貫通電極９の底面９ａ側を被覆している。
その厚さは特に問わないが、少なくとも、貫通電極９の底面９ａと側面９ｂとの交差部は
、ポジ型感光性樹脂からなる第一の層１１によって被覆されている。
　第一の層１１には、例えばポリイミド樹脂、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂などの様々
な樹脂材料を適用することができる。
　第二の層１２は、第一の層１１を覆うように、貫通孔６の内部及び半導体基板２の他面
２ｂ側を被覆している。第二の層１２は、少なくとも再配線層８の接続部が露呈されるよ
うにパターニングされ、この接続部に半球状のはんだバンプ１５が形成される。第二の層
１２には、ポジ型、ネガ型を問わず、どちらのタイプの感光性樹脂でも適用可能である。
第二の層１２には、例えば、ポリイミド樹脂、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂などの様々
な樹脂材料を用いることができる。
【００２９】
　本実施形態に係る半導体装置１は、貫通孔内を充填する保護層を複数層からなる保護層
とした。これにより、貫通孔の内部に保護層が確実に充填された半導体装置を提供するこ
とができる。
　さらに、本実施形態に係る半導体装置１は、少なくとも貫通電極９の底面と側面の交差
部を、ポジ型感光性樹脂からなる第一の層１１で被覆した構成である。ポジ型感光性樹脂
は、感光反応の大小に関わらず、所望の熱硬化処理を経た後においては安定した強度の樹
脂層を得ることができる。ゆえに、光が届きにくい貫通孔内部において、少なくとも貫通
電極９の底面と側面の交差部にポジ型感光性樹脂からなる第一の層１１を配することによ
って、従来、貫通電極９の底面と側面の交差部において発生し易かった保護層１０のクラ
ック等の発生を抑制することができる。
【００３０】
　なお、本実施形態においては、第二の層１２をネガ型感光性樹脂からなるものとしたが
、これに限ることはなく、ポジ型感光性樹脂としてもよい。また、半導体基板２の他面２
ｂ側を保護し、かつ、再配線層８の一部を露呈させるようにパターニングが可能な樹脂で
あれば、どのような樹脂でも使用可能である。
【００３１】



(7) JP 5568357 B2 2014.8.6

10

20

30

40

50

　次に、図２を参照して、本発明の実施形態に係る半導体装置の製造方法について説明す
る。図２は、断面図を用いて本発明の半導体装置の製造方法の工程を順に説明する図であ
る。なお、図２については、支持基板及び接合樹脂を省略している。
【００３２】
　以下、各工程ごとに順に説明する。まず、再配線層８及び貫通電極９まで形成済みの半
導体基板２を用意する段階までを図２（ａ）を参照して説明する。
（１）まず、回路素子４を備えた半導体基板２を用意し、半導体基板２の一面２ａに電極
パッド５及び配線部１９を形成する（工程Ａ）。
【００３３】
（２）半導体基板２の他面２ｂから電極パッド５に到達する貫通孔６を形成する（工程Ｂ
）。この貫通孔６は、半導体基板２の他面２ｂ側から、電極パッド５が露呈するように形
成される。貫通孔６の直径、断面形状は、特に限定されるものではなく、半導体基板２の
厚さや所望の用途に応じて適宜設定され、所望の配線に応じて適宜決めることができる。
本例では、半導体基板２の厚さは１００μｍであり、貫通孔６の孔径は８０μｍである。
【００３４】
　貫通孔６の形成には、例えばＤＲＩＥ（Deep-Reactive Ion Etching）法、ウェットエ
ッチング法、マイクロドリルなどによる機械加工法、光励起電解研磨法等を用いることが
できる。
【００３５】
（３）貫通孔６の側面及び半導体基板２の他面２ｂ上に絶縁層７を形成した後、電極パッ
ド５の露呈部、貫通孔６の側面を被覆する貫通電極９、及び半導体基板２の他面２ｂを被
覆する再配線層８を形成する（工程Ｃ）。電極パッド５と絶縁層７条の再配線層８及び貫
通電極９は電気的に接続されている。
　絶縁層７は、例えばＳｉＯ２をプラズマＣＶＤ等により成膜することで形成される。再
配線層８及び貫通電極９の形成方法は、特に限定されるものではなく、例えばスパッタリ
ング法、蒸着法、めっき法等、あるいはこれらの２つ以上の方法の組み合わせが挙げられ
る。また、再配線層８及び貫通電極９のパターニングには、フォトリソグラフィ技術が好
適に用いられる。
【００３６】
　また、本例においては、貫通電極９が、貫通孔６の全面を被覆するようにして形成され
た例を説明しているが、電極パッド５と半導体基板２の他面２ｂ側の貫通電極９とが電気
的に接続されていれば、これに限ることはない。例えば、貫通孔６の側面に線状に形成さ
れた貫通電極９としてもよい。
【００３７】
　以上の工程Ａ～工程Ｃを経て、図２（ａ）に示されるような、再配線層８及び貫通電極
９まで形成した半導体基板２を用意することができる。
【００３８】
（４）ポジ型感光性樹脂１１ａを半導体基板２の他面２ｂ側から塗工し、再配線層８及び
貫通電極９を被覆するとともに、貫通孔６の内部にポジ型感光性樹脂１１ａを充填する（
工程Ｄ）。
　ポジ型感光性樹脂１１ａは、容易に貫通孔６の内部まで樹脂が入り込むことができるよ
うに、低粘度の液状樹脂が好ましい。具体的には、粘度５０～３００ｃＰのポジ型感光性
樹脂が適用できる。
　ポジ型感光性樹脂１１ａの塗布方法としては、貫通孔６の内部まで樹脂が入り込むこと
ができる方法が好ましい。例えばスピンコート塗布法、スプレー塗布法等が好ましい。そ
の他、真空圧下でポジ型感光性１１ａを塗布した後、半導体基板２を大気圧環境下へ戻す
ことによって、貫通孔６の内部へ差圧充填する手法を採用することもできる。
【００３９】
（５）半導体基板２の他面２ｂに露光光６０を照射する（工程Ｅ）。露光光６０には感光
性樹脂の感光波長を含む光を発するものが用いられる。最適な感光波長は樹脂材料により
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異なるが、一般的にはｇ、ｈ、ｉ線と呼ばれる紫外線領域の光が好ましい。
【００４０】
（６）図２（ｃ）に示すように、少なくとも貫通電極９の底面９ａの側面９ｂとの交差部
にポジ型感光性樹脂１１ａが残存するように、ポジ型感光性樹脂の現像を行う（工程Ｆ）
。この現像によって、貫通孔６の半分程度の深さまで現像され、半導体基板２の他面２ｂ
上のポジ型感光性樹脂１１ａは消失し、かつ、貫通電極９の底面９ａ付近のポジ型感光性
樹脂１１ａは残存する。用いる現像液は、感光性樹脂の種類に応じて定めることができる
。
　次いで、この状態で熱処理を行い、ポジ型感光性樹脂の余分な感光基成分、溶剤成分等
の揮発、及び熱硬化反応を生じさせる。
【００４１】
（７）ネガ型感光性樹脂１２ａによって半導体基板２の他面２ｂの被覆、及び貫通孔６の
内部の充填を行なう（工程Ｇ）。
　次いで、図２（ｄ）に示すように、ネガ型感光性樹脂１２ａを塗布する。ネガ型感光性
樹脂１２ａの塗布方法としては、スピンコート塗布法、フィルムラミネート法、スプレー
塗布法等を採用することができる。更には、真空圧下でネガ型感光性樹脂１２ａを塗布し
た後、半導体基板２を大気圧環境下へ戻すことによって、貫通孔６の内部へ差圧充填する
手法を採用することもできる。
【００４２】
　次いで、ネガ型の感光性樹脂１２ａをフォトリソグラフィ技術を用いてパターン加工す
る。具体的には、図２（ｄ）に示すように、ネガ型感光性樹脂１２ａにフォトマスク７０
を通して露光光６０を照射し、マスクパターンをネガ型感光性樹脂１２ａに転写する。
　次いで、図２（ｅ）に示すように、ネガ型感光性樹脂１２ａを現像して不要な感光性樹
脂を除去する。残した感光性樹脂１２に対して、キュア、及びデスカムを施す。
　最後に、はんだバンプ１５を形成して、図１に示すような半導体装置１を得ることがで
きる。
【００４３】
　本発明の半導体基板１は、上述したような方法で製造することができる。このような方
法で製造することにより、光が届きにくい貫通孔６の底部においてポジ型感光性樹脂１１
ａが充填されるため、貫通孔６の底部が確実に充填される。
【００４４】
　また、上述した製造方法においては、ポジ型感光性樹脂１１ａの塗布を一度のみとして
いるが、これに限ることはなく、ポジ型感光性樹脂１１ａの塗布を複数回繰り返し行うこ
ともできる。つまり、工程Ｄ～工程Ｆを複数回実施した後に、ネガ型感光性樹脂１２ａを
塗布するという製造方法としてもよい。
　このように、ポジ型感光性樹脂１１ａの塗布、露光、感光性樹脂の除去を複数回繰り返
し行うことによって、少しずつ貫通孔６の内部に樹脂が充填されるため、充填不良が発生
しにくくなる。
【００４５】
　また、第二の層は、ネガ型感光性樹脂に限ることはなく、ポジ型感光性樹脂としてもよ
い。また、半導体基板２の他面２ｂ側を保護し、かつ、再配線層８の一部を露呈させるよ
うにパターニングが可能な樹脂であれば、どのような樹脂でも使用可能である。
【００４６】
　次に、本発明に係るその他の実施形態を図面に基づいて説明する。
　図３は、本実施形態に係る半導体装置のその他の実施形態の一例を示す段面図である。
なお、本実施形態では、上述した第１実施形態との相違点を中心に述べ、同様の部分につ
いてはその説明を省略する。
【００４７】
　図３に示す実施形態は、保護層１０ｂが、ポジ型感光性樹脂からなる第一の層１１ｂ、
第二の層１３ｂ、及び、第一の層１１ｂと第二の層１３ｂとの間に配置された、第三の層
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の形成後において、好適な成膜方法で成膜することによって形成することができる。
　この第三の層１２ｂは、第一の層１１ｂ及び第二の層１３ｂの両方の樹脂に対して接着
性を有する材料によって形成されている。第三の層１２ｂは樹脂に限らず、金属層であっ
てもよい。このような構成にすることによって、第一の層１１ｂと第二の層１３ｂとの接
着性が高くない場合に、第三の層１２ｂを両層の間に介在させることによって、第一の層
１１ｂと第二の層１３ｂとの接着性を高めることができる。
【００４８】
　また、図４に示すように、保護層１０ｃを構成する第一の層１１ｃは、貫通電極９の底
面９ａの中心付近に形成されず、貫通電極の底面９ａと側面９ｂの交差部のみを覆うよう
に形成されていてもよい。この構成においては、最も充填しにくい貫通電極９の底面と側
面の交差部のみを、少量の第一の層１１Ｃで充填し、次いで第二の層１２Ｃを貫通孔内に
充填することにより、貫通孔内にボイドが発生すること無く確実に充填することができる
。
【００４９】
　また、図５に示すように、保護層１０ｄを構成する第一の層１１ｄは、貫通孔６の中心
点を含み、半導体基板２に垂直な任意の面に沿う断面において、対称形をなす必要はない
。つまり、露光によって、残存する第一の層１１ｄが非対称形をなすことも可とする。
【００５０】
　また、図６に示すように、保護層１０ｅを構成する第一の層１１ｅは、その中心部が上
方に盛り上がるような凸形状であってもよい。
【００５１】
　さらに、図７に示すように、保護層１０ｆは、機能に合わせて複数層を使用することが
できる。図７に示した例においては、保護層１０ｆは、第一の層１１ｆ～第四の層１４ｆ
で構成されている。
　このように、複数の樹脂層で保護層１０ｆを構成した場合、それぞれの層の目的に応じ
た機能を持たせることが可能となる。例えば、第一の層１１ｆ、第三の層１３ｆには、貫
通孔への充填が容易な材料を適用し、第二の層１２ｆと第四の層１４ｆには再配線を保護
する保護膜としての機能や、パターン加工性に優れた材料を適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　本発明は、貫通電極を備えた半導体装置及びその製造方法に広く適用可能である。
【符号の説明】
【００５３】
１…半導体装置、２…半導体基板、３…絶縁部、４…回路素子、５…電極パッド、
６…貫通孔、７…絶縁層、８…再配線層、９…貫通電極、１０…保護層、１１…第一の層
、１２…第二の層、１９…配線部。
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